
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

一

�
保
安
施
設
地
区
の
指
定
予
定
の
通
知

（
み
ど
り
保
全
課
）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

四

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（

〃

）

五

�
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

（
下
水
道
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建

築

課
）

六

�
昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
審

査

課
）

公

告

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
新
設
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

七

�
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
二
件
）

（
農

政

課
）

八

�
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意

（
土
地
改
良
課
）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了

（

〃

）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
建

築

課
）

九
●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
坂
本
町
五
丁
目
１８
番
３７
号

株
式
会
社
加
ト
吉

代
表
取
締
役

加
藤
義
和

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三
豊
郡
山
本
町
神
田
３５４２

－
１

株
式
会
社
加
ト
吉

山
本
工
場

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

第６８号

平 成１６年

８月２７日（金曜日）

告

示

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
湯
煮
施
設
及
び
洗
浄

施
設

�
茹
槽
（
細
麺
）
４
，０００
食
／
時

２
基

�
水
洗
槽
（
細
麺
）
４
，０００
食
／
時

２
基

�
冷
却
槽
（
細
麺
）
４
，０００
食
／
時

４
基

許
可
日

工
事
着
手
後
１０
日

完
成
日

連
続
１６
時
間
使
用

最
大

通
常

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

排
出
さ
れ

工期等

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

一



	
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項



排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

～

～

～

～

～

第
２
排
水
口
：
し
尿
浄
化
槽
排
水

（通
常
５
�
／
日

最
大
５
�
／
日

）

第
３
排
水
口
：
ボ
イ
ラ
�
ブ
ロ
�
水

（通
常
１
�
／
日

最
大
２
�
／
日

）

第
４
排
水
口
：
冷
凍
機
冷
却
水

（通
常
６
�
／
日

最
大
８
�
／
日

）

第
５
排
水
口
：
ボ
イ
ラ
�
ブ
ロ
�
水

（通
常
１
�
／
日

最
大
２
�
／
日

）

第
６
排
水
口
：
冷
凍
機
冷
却
水
・
雨
水

（通
常
６
�
／
日

最
大
８
�
／
日

）

５
．８
～
８
．６

１
，０００

１
，０００

２５０４０１０６５６５４５

６
．０
～
８
．０

９００

７７０

２００１５５５６５６３９

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（


／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（


／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（


／�
）

窒
素
含
有
量
（


／�
）

り
ん
含
有
量
（


／�
）

�
×
２
基

�
×
２
基

�
×
４
基

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

（
�

／日
）

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

排
水
処
理
施
設

７５０
�
／
日

加
圧
浮
上
＋
回
転
円
盤
＋
活
性
汚
泥
法処

理
後

最
大

５
．８
～
８
．６３０４０

通
常

６
．０
～
８
．０２５３０

既
設

既
設

既
設

連
続
２４
時
間

処
理

前

最
大

５
．８
～
８
．６

８５０

６５０

通
常

６
．０
～
８
．０

７５０

５９０

種
類

能
力

汚
水
等
の
処
理
方
式

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（


／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（


／�
）

要
求

量

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

４０２０３６

３
，０００

７５０

３０５２５

２
，０００

６６０

１
，０００４０１０３０－

７５０

５５０１５５２０－

６６０

浮
遊
物
質
量
（


／�
）

窒
素
含
有
量
（


／�
）

り
ん
含
有
量
（


／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（


／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

第
１

排
水

口

最
大

５
．８
～
８
．６３０４０４０２０３６

３
，０００

７９８

通
常

５
．８
～
８
．６２５３０３０５２５

２
，０００

７０５

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（


／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（


／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（


／�
）

窒
素
含
有
量
（


／�
）

り
ん
含
有
量
（


／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（


／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
水
の
量

（
�

／日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

二



第
７
排
水
口
：
雨
水

（備
考

）

今
回
の
申
請
と
あ
わ
せ
て
一
部
既
設
特
定
施
設
を
廃
止
す
る
た
め
�
当
該
工
場
か
ら
排
出
さ

れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
�

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１６
年
８
月
２７
日
か
ら

平
成
１６
年
９
月
１７
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

山
本
町
住
民
生
活
課

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安
施
設
地
区
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通

知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
１

指
定
に
係
る
保
安
施
設
地
区
の
所
在
場
所

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
一
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
標
柱
一
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
（
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。
）

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
字
大
谷
二
四
九
八
、
二
五
〇
四
、
二
五
一
七
、
二
五
二
三
の
一
、
二
五
二

三
の
一
五
、
二
五
二
三
の
一
六

２

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
町
に
係
る
町
森

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

指
定
の
有
効
期
間

五
年

二
１

指
定
に
係
る
保
安
施
設
地
区
の
所
在
場
所

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
六
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
標
柱
六
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
（
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。
）

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
谷
奥
六
三
二
六
の
一
、
六
三
二
七
の
一
、
字
嶮
岨
山
六
三
三
二
の
一
、

六
三
三
二
の
五
八
、
六
三
三
二
の
六
二

２

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
町
に
係
る
町
森

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

指
定
の
有
効
期
間

六
年

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
香
川
県
環
境
森
林

部
み
ど
り
保
全
課
並
び
に
土
庄
町
農
林
水
産
課
及
び
池
田
町
産
業
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
六
、
八
、
一

医
療
法
人
社
団
え
の
も

と
皮
フ
科
医
院

丸
亀
市
土
器
町
東
三
丁
目
二
五
四
番
地
二

平
成
一
六
、
八
、
三

こ
う
の
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

丸
亀
市
土
器
町
西
四
丁
目
二
四
四
番
地

平
成
一
六
、
八
、
二

有
限
会
社
ア
イ
ン
ス
調

剤
薬
局
ハ
ー
モ
ニ
ー

善
通
寺
市
中
村
町
九
〇
〇
番
地
一

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年

九
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

観
音
寺
善
通
寺
線
（
四
十
九
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年

九
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

穴
吹
塩
江
線
（
百
六
号
）

三

道
路
の
区
域

平
成
一
六
、
八
、
二

み
も
ざ
薬
局

丸
亀
市
土
器
町
西
四
丁
目
二
四
七
番
地
二

廃

止

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
六
、
七
、
三
一

え
の
も
と
皮
フ
科
医
院

丸
亀
市
土
器
町
東
三
丁
目
二
五
四
番
地
二

平
成
一
六
、
八
、
一

有
限
会
社
ア
イ
ン
ス
調

剤
薬
局
ハ
ー
モ
ニ
ー

善
通
寺
市
中
村
町
九
〇
〇
番
地
二

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
六
、
一
〇

冨
士
ク
リ
ニ
ッ
ク
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
二
八
九
九
―
三

医
療
法
人
社
団
素
耕

会観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
三
〇
〇
二
番
地

通
所
介
護

平
成
一
六
、
七
、
二
三

冨
士
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
ほ
ほ
え
み

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
二
八
九
九
―
三

医
療
法
人
社
団
素
耕

会観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
三
〇
〇
二
番
地

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活

介
護

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
高
瀬
字
昼
原
三

六
〇
四
番
一
地
先
か
ら

前

一
六
・
〇

〜
一
七
・
六

六

道
路
区
域
の

見
直
し
に
よ

る
不
用
物
件

化

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
高
瀬
字
昼
原
三

五
一
五
番
一
地
先
ま
で

後

一
二
・
二

〜
一
三
・
〇

六

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年

九
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

財
田
満
濃
線
（
百
九
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年

九
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

岩
崎
高
松
線
（
百
六
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
告
示
（
平
成
十
六
年
四
国
地
方
整
備
局
告
示
第
七
十
一
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
枌
谷

一
八
七
四
番
三
地
先
か
ら

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
菖
蒲

野
一
四
三
二
番
一
地
先
ま
で

前

三
・
〇

〜九
・
九

二
、
〇
二
四

香
東
川
総
合

開
発
事
業
に

伴
う
県
道
の

一
部
区
間
付

け
替
え
工
事

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
枌
谷

一
八
七
四
番
三
地
先
か
ら

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
菖
蒲

野
一
四
三
二
番
一
地
先
ま
で

後

三
・
〇

〜九
・
九

二
、
〇
二
四

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
田
中

二
六
四
四
番
三
地
先
か
ら

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
菖
蒲

野
一
四
三
二
番
一
地
先
ま
で

一
〇
・
〇

〜
八
七
・
五

二
、
〇
五
五

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
東
馬
正
一
六
八
七

番
一
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
東
馬
正
一
七
三
六

番
一
地
先
ま
で

一
二
・
八

〜
一
四
・
七

一
七
四

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
五
百
二
十

号
で
変
更
し

た
区
域
の
一

部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
内
原
字
下
嫁
坂
一
〇
三
番

地
先
か
ら

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
飯
田
原
二
一
八
三

番
三
地
先
ま
で

二
・
九

〜
一
五
・
四

六
九

平
成
十
六
年

香
川
県
告
示

第
百
三
十
五

号
で
変
更
し

た
区
域

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

五



白

鳥

支

店

東
か
が
わ
市

大

内

支

店

東
か
が
わ
市

「

白

鳥

支

店

東
か
が
わ
市

」

多

和

支

店

さ

ぬ

き

市

大
川
北
部
支
店

さ

ぬ

き

市

「

多

和

支

店

さ

ぬ

き

市

」

多
肥
南
出
張
所

高

松

市

高
松
市
支
店

高

松

市

「

多
肥
南
出
張
所

高

松

市

」

「

川
津
町
支
店

坂

出

市

飯

南

支

店

飯

山

町

同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

施
行
者
の
名
称

香
川
県

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
二
年
建
設
省
告
示
第
二
十
三
さ
ぬ
き
都
市
計
画
下
水
道
事
業
鴨
部
川
流
域
下
水
道
（
大
川
西
部

処
理
区
）

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

●
香
川
県
告
示
第
六
百
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
八
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
十
一
日

三

指
定
道
路
の
位
置

東
か
が
わ
市
湊
字
水
入
一
三
〇
二
―
二
、
一
三
〇
三
―
一
及
び
同
地
先
河
川
・

農
道

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

五
・
一
六
メ
ー
ト
ル
〜
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

七
一
・
一
二
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

善
土
指
道

第
十
二
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
六
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
土
器
町
西
六
丁
目
二
四
五
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

五
〇
・
九
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

六
年
八
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

二

指
定
代
理
金
融
機
関

２

指
定
代
理
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
備
考

指
定
代

理
金
融
機
関
香
川
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
を
代
理
す
る
農
業
協
同
組
合
の
名
称
並
び
に
店

「

舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
香
川
県
農
業
協
同
組
合
の
項
中

」

「

を

に
、

を
」

「

に
、

を
」

「

に
、

を
」

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

六



川
津
町
支
店

坂

出

市

に
改
め
る
。

」

●
香
川
県
公
告
第
四
百
二
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
新
香
西
店

高
松
市
香
西
本
町
一
番
一
七
六
ほ
か

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
四
月
十
九
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四
、
八
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

�

駐
車
場
の
収
容
台
数

二
六
〇
台

�

駐
輪
場
の
収
容
台
数

一
四
八
台

�

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
三
八
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

�

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

四
七
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル

７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
前
零
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
前
零
時
二
十
分
ま
で

�

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

�

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
十
八
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次

の
提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

七



�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
四
百
二
十
七
号

木
田
郡
庵
治
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

木
田
郡
庵
治
町
地
籍
図

２

木
田
郡
庵
治
町
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

字
新
開
、
字
浜

四

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
二
十
八
号

香
川
郡
塩
江
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

香
川
郡
塩
江
町
地
籍
図

２

香
川
郡
塩
江
町
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

大
字
安
原
下
の
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
二
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
町
が
土
地
改

良
事
業
（
農
村
総
合
整
備
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
栗
熊
地
区
（
中
村
団
地
）
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と

に
つ
い
て
平
成
十
六
年
八
月
十
三
日
同
意
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
号

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土

地

改

良

事

業

名

地

区

名

工
事
完
了
年
月
日

県
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
（
一
般
）

竜
川

平
成
一
六
、
三
、
一

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

上
学
池

平
成
一
六
、
四
、
二
〇

県
営
中
山
間
地
域
総
合
農
地
防
災
事
業

仲
南

平
成
一
六
、
三
、
一
五

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

大
塚
池

平
成
一
六
、
三
、
一
五

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

川
池
三
合
池

平
成
一
六
、
三
、
二
二

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）

辷
土
池

平
成
一
六
、
三
、
二
五

県
営
単
独
緊
急
農
道
整
備
事
業

大
郡

平
成
一
六
、
一
、
三
〇

県
営
単
独
緊
急
農
道
整
備
事
業

綾
歌

平
成
一
六
、
三
、
三
〇

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

八



●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
二
一
六
―
三
、
二
一
七
―
四
、
二
一
八
―
一
、
二
一
八
―
八
及
び
二

一
八
―
一
〇

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

愛
媛
県
松
山
市
勝
山
町
一
丁
目
一
四
番
地
一

サ
ー
ク
ル
ケ
イ
四
国
株
式
会
社

代
表
取
締
役

村
上
栄
一

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

九
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平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

（
第
九
一
六
二
号
）

一
〇


